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町職員採用試験のお知らせ２年度

■
試
験
日
・
内
容

◇
第
１
次
試
験

・
試
験
日　
10
月
18
日（
日
）

・
試
験
内
容　
教
養
試
験
、
職
場
適
応

性
検
査
、
作
文
試
験

◇
第
２
次
試
験

・
試
験
日　
11
月
15
日（
日
）予
定

・
試
験
内
容

　
口
述
試
験（
集
団
・
個
別
）

■
試
験
場
所　
第
１
次
、
第
２
次
試
験

と
も
田
布
施
町
役
場

■
受
験
申
込
方
法　
受
験
申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
申
し
込
む

■
受
験
申
込
書
請
求
方
法

◇
総
務
課
に
請
求

　
総
務
課
総
務
係
で
受
け
取
る
か
、
郵

送
請
求
の
場
合
は
宛
先
を
明
記
し

１
２
０
円
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封

筒（
角
形
２
号
Ａ
４
サ
イ
ズ
）を
同
封

し
、
総
務
課
総
務
係
へ
請
求
す
る

※
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
受
付
期
間

　
８
月
３
日（
月
）～
９
月
11
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
曜
、
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

■
受
付
・
問
合
せ
先　
総
務
課
総
務
係
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※
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
採
用

試
験
受
験
案
内
を
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
採
用
職
種
な
ど
】

■
一
般
行
政

◇
採
用
予
定
人
数　
若
干
名

◇
受
験
資
格

・
高
校
卒
業
程
度

　
平
成
11
年
４
月
２
日
～
平
成
15

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人

・
大
学
卒
業
程
度

　
平
成
３
年
４
月
２
日
～
平
成
11

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人

■
社
会
福
祉
士

◇
採
用
予
定
人
数　
１
人
程
度

◇
受
験
資
格

　
昭
和
61
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
で
、
社
会
福
祉
士
の

資
格
を
保
有
し
て
い
る
人
ま
た

は
令
和
３
年
３
月
末
ま
で
に
資

格
を
取
得
見
込
み
の
人

※
試
験
職
種
が
社
会
福
祉
士
で

あ
っ
て
も
、
一
般
行
政
事
務
に

従
事
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
社
会
福
祉
士
の
人
は
試
験
の
合

格
後
、
社
会
福
祉
士
登
録
証
の

写
し
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

◇
日
時　
９
月
15
日
（
火
）

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

◇
場
所　
役
場
３
階
議
員
控
室

◇
都
市
計
画
の
変
更
内
容

　
用
途
地
域
を
一
部
変
更

◇
原
案
の
縦
覧
期
間
と
縦
覧
場
所

　
都
市
計
画
原
案
の
概
要
は
、
８
月

25
日
（
火
）
～
９
月
８
日
（
火
）、

建
設
課
で
縦
覧
ま
た
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る

◇
公
述
申
出
書
の
提
出
期
間
と

提
出
場
所

　
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ

る
こ
と
を
希
望
す
る
人
は
、
８
月

25
日（
火
）～
９
月
８
日（
火
）に
、

建
設
課
に
公
述
申
出
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

公
述
申
出
書
の
様
式
は
、
建
設

課
で
受
け
取
る
か
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

　
な
お
、
同
趣
旨
の
意
見
が
多
数
あ

る
と
き
は
、
公
述
人
と
な
る
人
を

選
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
公
聴
会

当
日
の
午
後
１
時
か
ら
、
会
場
入

口
で
受
け
付
け
を
し
ま
す
。

　
（
受
付
は
先
着
順
）

※
公
述
申
出
書
の
提
出
が
な
い
場
合

は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
し
ま

す
。

　
町
で
は
都
市
計
画
の
決
定
お
よ
び
変
更
に
際
し
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
き
、

広
く
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を

開
催
し
ま
す
。

公
聴
会
の
開
催
問
建
設
課
土
木
管
理
係　
☎
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